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1. 件名
　船橋市し尿収集手数料管理システムの更新に関する情報提供依頼

2. 目的
　船橋市クリーン推進課では、し尿収集手数料管理システムを用いて、し尿収集の申込情報と手数料の管理を行っています。
現在運用中のし尿収集手数料管理システムが、システムの更新時期を迎えることから、収集情報の適正管理及び利用者の利便性向上を目的として、令和１０年４月の稼働を目途に、し尿収集手数料管理システムの更新を予定しています。
　今回の情報提供依頼はシステムの情報を収集することを目的としており、システム機能の要件、調達仕様、システム運用条件、構築スケジュールや導入・運用経費等について事業者からの情報提供をお願いするものです。提供された情報は今後、システムの再構築を検討するための参考とします。

3. 情報提供依頼内容
下記（１）から（３）までの情報を、別紙①・②を基にパッケージで対応可能か、代替機能で対応可能か、カスタマイズで対応可能か、情報提供をお願いします。

(1) 必要機能について
・申込者情報の管理（氏名・住所・電話番号等）
　　・し尿収集実績の管理
　　・手数料の管理（賦課計算、収納管理、債権管理）
・帳票の出力（別紙② 出力帳票一覧のとおり）
　※既存機能（別紙②の「有（必須）」）については、必ず出力できること
・データ連携（実績データ、収納データ、住民記録台帳）
・送付物の作成（納付書、督促状、口座振替済明細書兼通知書、収集伝票）

(2) 検討中機能について
1 コンビニ決済への対応
2 納付書の集約（複数の納付案件を一枚の納付書にまとめる機能）
3 分納対応（賦課額によらない任意の金額の納付書作成）
4 新規申込データの一括取り込み（csv）
5 減免対象者管理（生活保護者リストとし尿収集手数料管理システムの登録状況の突合）
6 セキュリティ面の厳重化（パスワードの制御・アカウントロック等）

(3) その他有益な情報等について
その他、他自治体で導入している機能、有益な独自の提案・情報等ありましたら情報提供をお願いします。

4. 船橋市の状況について
(1) 収集区分について
1 定期収集
・定額制：一般家庭かつ水が流れないタイプのトイレが該当。世帯人数に応じて手数料を計算。
・従量制：１年以上継続する定額制以外の収集が該当。収集量に応じて手数料を計算。
2 臨時収集
工事現場の仮設トイレなど一時的な収集が該当。収集量に応じて手数料を計算。

(2) 収集件数（1か月あたり）について
	年度
	定額制件数
	従量制件数
	臨時件数
	定額制人員数

	R5
	314件
	371件
	335件
	596人

	R6
	283件
	361件
	356件
	537人

	R7
	264件
	350件
	379件
	490人



(3) し尿収集手数料について
1 定期収集・定額制
〔使用人数（２歳以上） × 200 円〕＋回数料金＋消費税相当額
※回数料金：3人以下の申し込みは月1回 155円。月2回目以降は310 円。
4人以上の申し込みは月2回までが1回155円、3回目以降は310円。
2 定期収集・従量制
[bookmark: _Hlk230705529]（収集量10Lにつき54円）＋回数料金＋消費税相当額
※回数料金：月2回目まで1回155円、月3回目以降は、1回310円。
3 臨時収集
（収集量10Lにつき54円）＋回数料金（155円）＋消費税相当額

5. 提出方法等
（1） 提供依頼資料
①事業者名・所属・担当者氏名
②電話番号・メールアドレス
③事業概要
④導入実績
⑤提案システムの紹介資料（内容・特徴）と機能一覧
⑥導入スケジュール
⑦概算費用見積
⑧別紙①・②への回答

　


（2） 提出方法
①電子データまたは電子媒体にて提出してください。
②電子メール、直接持参、郵送のいずれかの方法で提出してください。電子メールで提出の際は、件名に「【貴社名】船橋市し尿収集手数料管理システムに関するRFI」と記載してください。

（3） 提出期間
令和８年６月5日（金）から令和８年７月3日（金）まで

（4） 提出先及び連絡先
担当者：船橋市クリーン推進課　鈴木・奥津
所在地：〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
ＴＥＬ：047-436-2442
ＦＡＸ：047-436-2448
メールアドレス：kurinsuishin@city.funabashi.lg.jp　
　
6. 提供情報等の取扱いについて
本情報提供依頼において、提供を受けた情報や資料は下記のとおり取り扱います。
（1） 提供を受けた資料等は返却しません。
（2） 提供を受けた情報や資料の内容について、後日、照会又は追加の情報提供を依頼する場合があります。
（3） 検討内容や検討結果は公表しません。また、個別の問い合わせにも回答しません。
（4） 提供を受けた情報や資料については、船橋市で使用するものであり、情報提供事業者に断りなく第三者への配布や開示は行いません。ただし、今後予定されるシステム調達時の仕様書に反映する場合があります。
（5） 本情報提供依頼は広く情報を得るための手段であり、情報提供の有無により、今後の提案参加等の不利益になるものではありません。
（6） 本情報提供に要する費用はすべて事業者の負担とします。
